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ＰＴＡ組織図（2022年4月以降） 
 

総 会 
 
 

 

本部役員会 
 

 

 

第１学年学級委員会 

 

第２学年学級委員会 

 

第３学年学級委員会

あおぞら学級委員会 

 
 

 

各委員会活動（2022年4月以降） 
 

委員会※１ 活動内容 選出人数 代表 

学

年

委

員

会 

学級委員会 

（第１学年） 

（第２学年） 

（第３学年） 

（あおぞら） 

■ ＰＴＡ 会費集金、集計作業 

■ 学校行事への協力、本部から要請のお手伝い 

■ 担任の先生、保護者等との連絡調整役 

■ 成人厚生活動（家庭教育学級・学校保健委員会）

※２ 

■ 次年度本部役員および会計監査の推薦活動（取り

纏めは２年＜活動は全学年＞） 

■ 次年度の役員決め進行 

各クラス 

１名以上※４ 

（あおぞらは 

任意） 

各学級 

委員会で 

２名 

専

門

委

員

会 

広報委員会 
■ 広報委員会の開催、出席 

■ 広報紙発行に関する活動※３ 

各クラス 

１名※５ 

（あおぞらは 

任意） 

全体で 

２名 

特別委員会 ■ 必要に応じて設置 ―― ―― 

※１ 学級委員および広報委員代表は、運営委員会（年３回程度）および定期総会に出席（真に止むを得ない

事情で繁忙な場合には、事前連絡による欠席可）。より参加し易い体制整備の観点から、本部は年度初に

運営委員会の年間スケジュールを提示。 

※２ 本部からの要請に基づき対応。 

※３ 配付作業は学級委員がサポート。 

※４ 立候補者がいない場合および応募者多数の場合には抽選。 

※５ 学年で１名以上の立候補者がいない場合には抽選。 

広報委員会 

【本部役員】 

会 長 １名 

副 会 長 ２名 

書 記 ２名 

会 計  ２名 

会計監査 ２名 

運営委員会 

学年委員会 専門委員会 特別委員会 

入会希望の保護者（在学生・卒業生）

を会員として、ＰＴＡと共同で環境美

化クリーンナップ活動等を実施。 

学校応援団 
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ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡ規約 
 
第１章 名称および事務所等 

 

第１条 この会は埼玉県ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡと称し、事務所は福岡中学校内に置く。 

 

第１条の２ この会の所在地を次のとおりとする。 

        埼玉県ふじみ野市上野台３－３－１ 

 

第１条の３ この会はこの規約（以下「規約」という。）のほか、関連諸規程の規定に基づき運営する。 

 

第２章 目的と活動 

 

第２条 この会は保護者と教職員が主体となり、教育環境の維持向上と生徒の健全な成長を図ると共に、会

員相互の教養を高め親睦を図ることを目的とする。 

 

第３条 この会は目的達成のため次の事業を行う。  

１． 教育に関する研究調査及び運営計画。 

２． 学校教育施設の充実。 

３． 家庭及び社会教育の水準を高めるための各種行事。 

４． 学校ＰＴＡの育成指導。 

５． その他必要な事業。 

 

第３章 方 針 

 

第４条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

１． 生徒の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

２． 特定の政党や宗教にかたよることなく、又もっぱら営利を目的とする行為は行わない。 

３． この会又はこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。  

４． 学校の権限に属する人事及び管理運営等に干渉しない。 

 

第４章 会 員 

 

第５条 この会は入会届（書式例１）を提出した本校生徒の保護者及び教職員をもって会員とする。 

 

第５条の２ 会員は退会届（書式例２）の提出をもって、この会を退会することができる。 

 

第６条 この会の会員は会費を納めるものする。但し、会員の事情により、第１２条に定める本部が会費の減

免を認めることができる。 

 

第７条 会員は規約の定めるところにより全て平等の義務と権利を有する。 

 

第５章 経 理 

 

第８条 この会の経理は下記のとおりとする。 

１． 会費は会員一人につき月額２００円とし、毎年度初に指定した集金日に、年額一括払いで納入

する。 
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２． 転入者は転入月より、転出者は転出月までの会費を納入する（端数日数は１か月とみなす）。

但し、転出者の既納付分のうち、転出月の翌月以降の会費については転出者の申し出により返

却する。 

３． 寄付金及びその他の収入。 

 

第９条 この会の経費は総会において議決された予算に基づいて行われる。 

 

第１０条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。 

 

第１１条 この会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

第６章 役 員 

 

第１２条 この会に次のとおり役員を置き、本部とする。 

・ 会 長  １名  

・ 副 会 長  ３名（保護者２名 教職員１名＜除く学校長＞） 

・ 書 記  ３名（保護者２名 教職員１名＜除く学校長＞） 

・ 会 計  ２名 

・ 会計監査  ２名 

但し、必要ある場合は運営委員会の承認を得て、人数を増減できる。 

 

第１２条の２ 本部役員会は、会長、副会長、書記、会計及び学校長をもって構成する。但し、教職員の参

加は任意とする。 

 

第１２条の３ 本部役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

 

第１３条 役員は次の方法で選出し、総会の承認を得るものとする。 

１． 保護者側次年度役員は学年委員会で推薦する。 

２． 学校側役員は学校長に一任する。 

３． 役員を希望するものは希望役職名を付して学年委員会に申し入れることができる。 

４． 役員に欠員が生じた場合には運営委員会において選出する。但し、補欠役員の任期は前任者

の残任期間とする。 

 

第１４条 役員の任期は次のとおりとする。 

１． 当年定期総会より翌年定期総会までの１年間とする。但し、当年４月１日より定期総会までは、

引継期間とし、前年度役員と共同で職務を行う。 

２． 前項の規定にかかわらず、第２回定期総会が開催されないか、開催されたとしても全役員の承

認がされない場合、前年度役員が当該年度の職務を行う。但し、第２１条に規定する第１回定期

総会が行われた以降は、第１３条第４項の規定を準用するものとする。 

 

第１５条 役員の任務は次のとおりとし、円滑な組織運営に努める。 

１． 会長は本会を代表し会務を掌理する。 

２． 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

３． 書記は会議を記録し、文書の保管及び庶務に当たる。 

４． 会計は予算に基づいて一切の会計事務を処理し、この会の財産を管理する。 

５． 会計監査はその年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第１６条 次年度役員は、第２回定期総会より３月３１日迄の期間、次の職務を行う。 

１． 活動計画案、予算案を新旧役員協議のうえ計画する。 

２． 運営委員会、本部会に出席する事ができる。但し、意見を述べることはできない。 
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第７章 学級ＰＴＡ 

 

第１７条 学級ＰＴＡは学級担当教職員と保護者をもって組織する。 

 

第１８条 学級ＰＴＡの運営及び会費の集金は学級委員２名が行う。 

 

第８章 総 会 

 

第１９条 総会はこの会の最高議決機関であって全会員をもって構成する。 

 

第２０条 総会は定期総会と臨時総会とする。 

 

第２０条の２ 総会の開催方法は、参集開催またはウェブ開催を原則とする。 

 

第２０条の３ 総会の開催方法は、本部役員会で議決する。 

 

第２１条 定期総会は第１回定期総会と第２回定期総会の年２回の開催とする。 

但し、審議事項を一括決定すると判断された場合、本部は年１回の開催とすることができる。 

１． 第１回定期総会は次の事項を審議決定する。 

①活動報告 ②決算・会計監査報告 ③活動方針案 ④活動計画案 ⑤予算案 

２． 第２回定期総会は次の事項を審議決定する。 

①次年度役員の選出及び承認 

３．規約改正、その他総会審議が必要な事項については、どちらの総会でも審議できるものとする。 

 

第２２条 総会は、会員の２分の１以上の出席者をもって成立する（委任状も含む）。但し、ウェブ開催の場

合はこの限りでない。 

 

第２３条 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は会員の１０分の１以上の要求があったとき会長 

が招集する。 

 

第２３条の２ 総会は会員の３分の１以上の異議がなければ議決する。 

 

第９章 運営委員会 

 

第２４条 運営委員会は会長、副会長、書記、会計、専門委員代表２名、各学級委員及び学校長をもって

構成する。 

 

第２５条 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、又は構成員の４分の１以上の要求があったとき会長が

招集する。 

 

第１０章 専門委員会 

 

第２６条 第３条の事業を行うため次の専門委員会を置く。 

１．広報委員会。 

委員会の職務、委員の選出・任期はＰＴＡ規約細則で定める。 

２．専門委員代表２名は各専門委員の互選により選出する。 

専門委員会には書記、会計を置くことができる。 
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第１１章 会 議  

 

第２７条 総会以外すべての会議は構成員の２分の１以上の出席で成立し、出席者の過半数の異議がなけ

れば議決する。 

 

第２８条 学校長は学校代表として、すべての会議に出席して意見をのべることができる。 

 

第１２章 特別委員会 

 

第２９条 必要に応じて、特別委員会を設けることができる。特別委員会の発足は総会又は運営委員会の

承認を得るものとする。委員の選出・任期については、ＰＴＡ規約細則によるものとする。 

 

第１３章 規約の改正 

 

第３０条 この規約の改正は、運営委員会の承認を得た上で、総会の審議事項とすることができる。改正案

は総会の１週間前までに全会員に知らせなければならない。但し、ウェブ開催の場合はこの限りでな

い。 

 

第１４章 附 則  

 

第３１条 会長は運営委員会に諮り、会務を処理するために必要な規程・細則等を定めることができる。 

規程・細則等に制定改廃のある場合には次期総会に報告するものとする。 

 

第３２条 この規約は昭和４７年４月１日より施行する。 

この規約は昭和５７年３月２６日改正。 

この規約は昭和６２年４月改正。 

この規約は平成３年４月２１日改正。 

この規約は平成５年４月２４日改正。 

この規約は平成７年４月２１日改正。 

この規約は平成９年４月１８日改正。 

この規約は平成１１年４月２６日改正。 

この規約は平成１２年１月２９日改正。 

この規約は平成１４年３月２日改正。平成１４年４月１日より施行する。 

この規約は平成１５年２月２０日改正。 

この規約は平成１７年３月１０日改正。 

この規約は平成２５年３月６日改正。  

この規約は令和２年３月２日改正。 

この規約は令和３年８月１８日改正、施行する。 

この規約は令和４年２月２５日改正、施行する。 
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【書式例１】 

 

ＰＴＡ入会届 
 

ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡ会長様 

ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡに入会します。 

令和  年  月  日 

 

学年  組 生徒氏名             

 

会員氏名            印 

（※実際に活動される保護者氏名をご記入ください） 

 

＊在校生のいる場合はご記入ください（世帯数把握のため） 

 

学年  組 生徒氏名             

 

学年  組 生徒氏名             

 

 

【書式例２】 

 

ＰＴＡ退会届 
 

ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡ会長様 

ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡを退会します。 

令和  年  月  日 

 

学年  組 生徒氏名             

 

学年  組 生徒氏名             

 

学年  組 生徒氏名             

 

会員氏名            印 
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ＰＴＡ規約細則 
 

学年委員会・専門委員会・特別委員会の委員の職務、選出方法、任期等について、この細則のほか、ＰＴ

Ａ組織図及び各委員会活動で定めるものとする。 

 

第１条 学年委員会 

１． 学年委員会は次により構成する。 

各学級（保護者２名）。各学年（教職員若干名）。 

２． 各学年委員会は次の業務を行う（注１）。 

イ． 学級ＰＴＡ及び学年委員会に関すること。 

ロ． 会費の徴収に関すること。 

ハ． 必要な会議、会合の計画に関すること。 

ニ． 施設、備品の維持充実に関すること。 

ホ． 学校行事への協力に関すること。 

へ． 次年度本部役員および会計監査の推薦活動（取り纏めは２年＜活動は全学年＞）。 

ト．  成人厚生活動に関すること（注２）。 

チ． 広報紙の配付作業に関すること。 

（注１）  「卒業時、先生への花束準備」は本部が対応。 

      （注２） 本部からの要請に基づき、次の業務を行う。 

① 会員の教養を高めるための研究調査及び行事に関すること（家庭教育学級）。原則とし 

て、校長講話会に限定する（余力あれば他の企画も可とする運用）ほか、市主催行事（人

権映画会等）の案内をＰＴＡ会員に周知する等の活動を行う。 

② 給食及び校内環境整備に関すること。 

③ 学校保健委員会に関すること。 

 

第２条  専門委員会 

１． 専門委員会は次により構成する。 

各学級（保護者１名。但し、第１条１項と異なる者）。教職員（若干名）。 

２． 専門委員会は、原則として次の活動を行う。 

（１） 広報委員会 

イ． 広報誌の編集発行に関すること（注３）。 

（注３）  本部も編集発行方針決定に参画し、次のとおり対応する。 

① 広報紙（くまのやま）の発行スケジュール等の詳細は年度毎に判断することとし、発行回

数（年２・３回）、７月号の「教職員紹介版」特化など、柔軟に対応する。 

② 毎年メンバー変更となり、ＩＴスキルが異なることから、年度初に発注方法（オンライン・業

者）を選択する。予算上は柔軟に対応できるよう、業者発注を想定のうえ計上（オンライン発

注を選択する場合を想定し、他科目への計上替えの可能性を明記）。 

③ 年度毎の運営方針が異なることから、特定業者との契約は行わない。 

 

第３条  特別委員会 

１． 代表２名は各委員の互選により選出する。各特別委員会には、書記・会計を置くことができる。委

員会の招集は代表名で行う。 

 

第４条  各委員の任期は規約第１４条の役員の任期と同様とする。 

 

第５条  ＰＴＡ役員の役員免除特例 

この会の会員の幅広い活動参加と、ＰＴＡ在籍期間における負担平準化を企図する観点から、別

表のとおりＰＴＡ役員を特例として免除する。但し、本人が希望する場合はこの限りでない。 
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第６条  運営委員会出席者の役員特典 

運営委員会出席者（注４）は、任期中に限り、学校行事（合唱祭、卒業式および入学式等）に優

先席で参加することができる。 

（注４） 本部役員、学級委員および広報委員代表。 

 

第７条  ＰＴＡ役員決めの対応 

年度初の学級委員会でＰＴＡ役員決め（学年委員会・専門委員会）を実施する場合、本部は次の

とおり対応する。 

１． 所定の人数に満たない場合は、抽選により選出する。但し、抽選対象者がいない場合は、別表

のＰＴＡ役員免除特例を適用しない（本部役員を引受けた会員を除く）。 

２． 同年度に複数の生徒が在籍する場合は、上級生の学級ＰＴＡにおける役員選出を原則とする

（役員の重複任命は不可）。但し、本部が認める場合は、この限りでない。 

３． 会員からの免除申請を真にやむを得ない事情によるものと判断した場合は、認定する（保護者

の仕事への従事有無は、ＰＴＡ会員間の平等原則に基づき、免除認定上の判断材料としない）。 

４． その他所要の取扱いを定める。 

 

（別表）ＰＴＡ役員の役員免除特例 

 本部役員 

 

※１ 

学年委員会 

（学級委員会） 

※２ 

専門委員会 

（広報委員会） 

※３ 

特別委員会 

 

※４ 

本人 〇 〇 〇 〇 

下級生 〇 

（全員） 

× × × 

※５ 

※１ 平成２７年度以降に本部役員（会計監査を除く）を引受けた会員は、在学生（本人・下級生）のほか、

今後入学する生徒も含めＰＴＡ組織図に基づくすべての役を免除する。 

※２ 令和３年度以降に学級委員を引受けた会員は、在学生（本人）についてＰＴＡ組織図に基づくすべて

の役を免除する。 

※３ 令和３年度以降に専門委員（令和３年度の成人厚生委員を含む）を引受けた会員は、在学生（本人）

についてＰＴＡ組織図に基づくすべての役を免除する。 

※４ 選出方法は本部が決定する。令和２年度以降に特別委員を引受けた会員は、在学生（本人）につい

てＰＴＡ組織図に基づくすべての役を免除する。 

※５ 令和２年度推薦委員会代表は、下級生１名を免除する。 

 

附 則   この細則は平成１４年４月１日から施行する。 

      この細則は平成１４年１２月３日改正、平成１５年２月２０日から施行する。 

この細則は平成１７年４月３日改正、施行する。 

この細則は平成２５年３月６日改正、平成２５年４月１日から施行する。 

        この細則は平成２８年４月２６日改正、施行する。 

この細則は令和２年３月２日改正、施行する。 

この細則は令和３年８月１８日改正、施行する。 

この細則は令和４年２月２５日改正、施行する。 
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ＰＴＡ慶弔規程 

 

第１条 この会の慶弔については、この規程による。 

１． 結婚祝   教職員                ３，０００円 

２． 出産祝   教職員                ３，０００円 

３． 死  亡   会員 （生徒の父母・教職員） ５，０００円 

生徒                     ５，０００円  

（教職員父母は同居者のみ）  ３，０００円 

葬儀には、原則として会長・副会長と学級委員が同行し学級毎に香料は贈らない。 

        ４．見   舞   羅災見舞  全焼・半焼壊   ５，０００円 

       病気見舞  教職員、生徒の事故・病気により１か月以上入院の場合 

（学級担当教職員の届け出による）  ３，０００円 

第２条 市内各校の学校行事及びＰＴＡ行事の祝い金は、ふじみ野市ＰTA 連合会の申合せによるものとする。 

第３条 転退職、編成替え、卒業学年の教職員に対する餞別、謝礼、記念品は学級毎に贈らない。 

第４条 その他前条に該当なく慶弔の必要のある場合は、本部役員に諮り、決定するものとする。 

附 則   昭和５３年４月１５日改正。 

この規程は昭和５７年３月２６日より施行する。 

この規程は昭和６２年４月改正。 

この規程は平成１２年３月改正。 

この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

この規程は平成２５年４月１日改正。 

この規程は平成２８年４月２６日改正。 

この規程は令和３年８月１８日改正、施行する。 

この規程は令和４年２月２５日改正、施行する。 

 

 

ＰＴＡ旅費規程 
 

第１条 福岡中学校ＰＴＡ役員及び会員の出張に関しては次の規定による。 

１． 鉄道運賃（バスも含む）    実費 

２． 日当        １日につき市内、市外１，０００円。 

半日の場合は５００円。 

３． 宿泊料      １泊につき実費。 

４． 出張に際しては、事前に会長の命を受ける。 

５． 簡易な出張に際しては、日当を支給しないことがある。 

６． 前項に関係なく出張の必要がある場合は、運営委員会に諮り支給することができる。 

附 則 昭和５３年４月１５日改正。 

この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

この規程は令和３年８月１８日改正、施行する。 
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部活動等ＰＴＡ祝金に関する規程 
 

第１条 福岡中学校 PTAは、福岡中学校在学生の部活動を奨励する目的で、県大会、関東大会及び全国

大会に出場する部活動等に対し、次のとおり祝金を交付する。 

第２条 祝金の交付は、埼玉県教育委員会の主催又は共催、後援のある県大会、関東大会、全国大会へ

部活動等が出場する場合とする。 

第３条 祝金の額は個人、団体問わず部活動等に一律次のとおりとする。 

（１） 県大会 ３千円 

（２） 関東大会 ５千円 

（３） 全国大会 １万円 

第４条 この規程は平成２４年４月１日以降の大会について適用する。 

附 則 この規程は平成２４年４月１日より施行する。 

この規程は平成２９年３月７日改正。 

この規程は令和３年８月１８日改正、施行する。 

 

 

ＰＴＡ本部準備金等運用規程 

 

第１条 この規程は、ＰＴＡ本部準備金等の運用を明確にする為のものである。 

第２条 当年度の会計が終了するまでに、活動収入が予算を上回るか、支出が予算を下回る等で余剰金が

発生する場合には、翌年度繰越金として整理するほか、翌年度予算においては、前年度繰越金として

計上する。また、翌年度予算において、収入が支出を上回る場合には、ＰＴＡ本部準備金として計上

する。 

第３条 ＰＴＡ本部準備金の使用に際しては、本部役員会で議決する。 

第４条 本部は年度間の予算進捗状況を精査のうえ、各項目の余剰資金を他項目に計上替えすることがで

きる。但し、計上替えを行う場合には摘要欄に明瞭に記載しなければならない。 

第５条 本部において年を跨ぐ仮払金が生じ、翌年度に支払資金が確定して余剰金が発生した場合には、

翌年度の収入の部に１学期末を期限として速やかに計上しなければならない。 

第６条 この規程の改正は、規約第３１条によるものとする。 

附 則 この規程は平成１５年７月９日より施行する。 

この規程は令和３年８月１８日改正、施行する。 

この規程は令和４年２月２５日改正、施行する。 
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ＰＴＡアドバイザーに関する規程 

 

第１条  埼玉県ふじみ野市立福岡中学校ＰＴＡに、規約第１２条に規定する役員のほか、ノウハウの継承

及び事務繁忙時のサポートを通じたＰＴＡ運営の円滑化を図る観点から、アドバイザーを置くことが

できる。 

第２条  アドバイザーは、運営委員会及び本部会に出席し、会務執行に関して会長その他役員の求めに

応じ、必要な助言を行うことができる。 

第３条  アドバイザーは、令和元年度以降の会計年度の会長の職にあったもので、ＰＴＡ本部役員及び学

校側の要請により、本人が承諾し、総会の議決を経た場合に限り委嘱することができる。 

第４条  アドバイザーは、規約第５条及び第６条の規定を適用しない。 

附 則 この規程は令和３年８月１８日より施行する。 

     この規程は令和５年３月３１日（注）をもって廃止する。 【予定】 

（注）本校は、令和４年度「ふじみ野市ＰＴＡ連合会」の会長校。 

 

 


